
コーポレート・ガバナンスの体制図

　当社は、会社法の規定に基づき「内部統制の整備に関する
基本方針」を策定し、これに沿って重要事項の審議、関連規
程・要領の制定と運用、内部監査、コンプライアンス、リス
ク管理などを含む内部統制システムを整備することで、業

務の適正を確保するための体制の構築と運用に努めていま
す。内部統制の整備・運用状況については、毎年取締役会で
その内容を確認し、さらなる改善および強化に継続的に取
り組んでいます。

　当社および子会社の健全な内部統制環境の醸成を図るた
め、グループ各社と「経営理念」を共有するとともに、共通
のコンプライアンス上の指針である「豊田合成グループ行
動憲章」を定め、子会社に展開する体制を整備しています。
また、子会社の経営の自主性を尊重しつつ、定期的に事業報

告を受けるとともに、事前承認報告制度を通じて子会社の
業務の適正性と適法性を確認する体制を整備しています。
さらに、重要な子会社には非常勤取締役・非常勤監査役を派
遣することで、子会社の業務執行を監視および牽制する体
制を整備しています。
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　内部監査については、監査部を設置し、経営目標の達成と
不正・誤謬の予防を図ることを狙いに、期首に経営者に承認
された内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査
を実施しています（機能部による監査も含む）。
　内部監査の結果は経営者に報告されるとともに、被監査
部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計

画・改善結果を確認することにより、内部監査の実効性を高
めています。
　各監査役は、監査役会が定めた監査方針、計画に従い、当
社および子会社に対し、調査を実施し、また、取締役会、経
営会議などの重要な会議体・各種委員会に出席するほか、取
締役などから事業の報告の聴取、決裁書類等重要な書類の
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